
 

千葉 市 公 告 第２ ８８ 号  

 都 市計 画 法（ 昭和 ４３ 年 法律 第 １ ００ 号 ）第 ８１ 条 第 １ 項の 規

定に より 下 記の とお り監 督 処分 を命 じた の で、同法 同条 第 ３項 の

規定 によ り 公告 しま す。  

  令和 ５ 年３ 月 ２ ９日  

                               

               千 葉市 長  神 谷  俊一  

１  命令 を 受け た者  

  千葉 市 若葉 区更 科町 １ ４４ ３番  

  富士 通 商株 式会 社  代 表取 締役  謝  彦  

２  命令 の 対象 とな った 土 地及 び建 築物  

 （ １） 土 地    

千葉 市若 葉 区更 科町 １４ ４ ３番 外７ 筆  

（２ ）建 築 物   

ア  鉄骨 造 平家 の作 業場         ７棟  

イ  鉄骨 造 平家 の台 貫小 屋        １棟  

ウ  鉄骨 造 ２階 建の 寄宿 舎        １棟  

エ  鉄骨 造 ２階 建の 倉庫         ６棟  

オ  鉄骨 造 平家 の休 憩所         ３棟  

３  命令 の 内容  

 （ １） 違 反建 築物 の除 却  

（２ ）都 市 計画 法第 ２９ 条 第１ 項第 ２号 若 しく は第 ３号 に 該当  

する 用途 へ の変 更  

４  命令 し た理 由  

  都市 計 画法 第 ４ ３条 第 １項 に違 反す る 建築 行為  


